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第１章 総則 
（学部、学科、課程及び収容定員） 

第１条 学校教育法 （昭和２２年法律第２６号）第８５条の規定及び東京大学基本組織規則
に基づき設置される本学の学部は、次のとおりである。 

法学部 
医学部 
工学部 
文学部 
理学部 
農学部 
経済学部 
教養学部 
教育学部 
薬学部 

２ 学科又は課程及びその収容定員は、別表に掲げるとおりとする。 
（教育研究上の目的） 

第１条の２ 学部は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研
究上の目的を各学部規則に定めるものとする。 
（修業年限） 

第２条 修業年限は、４年とし、前期課程２年は教養学部において、後期課程２年は各学部
において教育を行う。ただし、後期課程のうち医学部医学科、農学部獣医学課程及び薬学
部薬学科の修業年限は、４年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学部長は、別に定めるところにより、学生が障害により前項
に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業すること
を希望する旨を申し出たときは、前期課程及び後期課程のそれぞれにおいて、その計画的
な履修を認めることができる。ただし、その期間は、次条第１項に定める各課程における
在学年限を超えることができない。 
（在学年限） 

第３条 在学年限は、前期課程及び後期課程各４年とする。ただし、後期課程のうち医学部
医学科、農学部獣医学課程及び薬学部薬学科の在学年限は、８年とする。 

２ 学生が前項に規定する在学年限に達したときは、学生の身分を失う。 
（学年及び学期） 



第４条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
２ １学年を、４学期に分ける。 
３ 前項の４学期のうち２つの学期の開始月は、それぞれ４月及び１０月とし、各学期の開

始日及び終了日は別に定める。 
４ 前項の規定にかかわらず、総長が別に定めるところにより、１０月を開始月とする学期

について、９月を開始月とすることができる。 
（休業日） 

第５条 休業日は、次のとおりとする。 
(1) 日曜日 
(2) 土曜日 
(3) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 
(4) 東京大学記念日 ４月１２日 
(5) 別に定める春季、夏季、冬季の各休業日 

２ 前項に定めるもののほか、臨時の休業日は、そのつど定めることができる。 
３ 第１項の規定にかかわらず、各学部において教育上必要があると認める場合には、第１

項第２号、第３号及び第５号に定める休業日に授業を行うことができる。 
第２章 入学 

（入学時期） 
第６条 入学の時期は、学年の初めから３０日以内とする。ただし、再入学については、こ

の限りでない。 
２ 前項本文の規定にかかわらず、総長が適当であると認めるときは、学期の初めにも入学

させることができる。 
（入学資格） 

第７条 前期課程に入学することができる者は、次の各号の１に該当する者とする。 
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 
(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者 
(3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの 
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 
(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定
める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校



卒業程度認定試験に合格した者 （廃止前の大学入学資格検定規程 （昭和２６年文部省令
第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(8) 学校教育法第９０条第２項の規定により他の大学に入学した者であって、高等学校
卒業程度認定審査規則 （令和４年文部科学省令第１８号）による高等学校卒業程度認定
審査に合格した者 

(9) 本学の定めるところにより、個別の入学資格審査をもって、高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると本学において認めた者で、１８歳に達したもの 

（入学試験） 
第８条 前期課程に入学を志願する者に対しては、入学試験を行う。 
２ 入学試験については、別に定める。 

（再入学） 
第９条 本学を退学した者、第２４条若しくは第２５条の規定により退学を命ぜられた者

又は第４９条第７項の規定により学生の身分を失った者が、再び同一学部に入学を志願
したときは、選考のうえ、再入学を認めることができる。 
（後期課程への入学、転学部、転学科及び転課程） 

第１０条 次の各号の１に該当する者は、各学部規則に特別の定めがある場合に限り、選考
のうえ、後期課程への入学又は転学部若しくは転学科若しくは転課程を認めることがで
きる。 
(1) 本学の学部を卒業した者で、更に他の学部又は同一学部の他の学科若しくは課程に

入学を志願するもの 
(2) 修業年限４年以上の他の大学の学部を卒業した者で、本学の後期課程への入学を志

願するもの 
(3) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者で、本学の後

期課程への入学を志願するもの 
(4) 本学後期課程の学生で、転学部、転学科又は転課程を志願するもの 
(5) 修業年限４年以上の他の大学に２年以上在学し、所定の課程を履修した者で、本学

の後期課程への入学を志願するもの 
(6) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、本学の後期課程への入学を志願するも             
 の 
(7) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定め

る基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第９０条第１項に規定する者
に限る。）で、本学の後期課程への入学を志願するもの 

(8) 外国において、第２号又は第５号に相当する課程を修了した者で、本学の後期課程
への入学を志願するもの 

(9) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１
６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育



制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当
該課程を修了した者又は当該課程に２年以上在学し、所定の課程を履修した者で、本学
の後期課程への入学を志願するもの 

(10) 外国の短期大学を卒業した者及び我が国において外国の短期大学の課程を有する
ものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科
学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者（学校教育法第９０条第１項に規
定する者に限る。）で、本学の後期課程への入学を志願するもの 

(11) 個別の入学資格審査をもって、修業年限４年以上の大学の学部を卒業した者と同等
以上の学力があると学部において認めた者で、２２歳に達した者で、本学の後期課程へ
の入学を志願するもの 

(12) 個別の入学資格審査をもって、修業年限４年以上の大学に２年以上在学し、所定の
課程を履修した者と同等以上の学力があると学部において認めた者で、２０歳に達し
た者で、本学の後期課程への入学を志願するもの 

２ 前項第４号又は第５号の規定により転学部又は後期課程への入学を志願するときは、
その在学する学部の学部長又は大学の学長の許可証を、願書に添えて提出しなければなら
ない。 
（既に修得した授業科目の取扱い等） 

第１１条 前２条の規定により再入学若しくは後期課程への入学又は転学部若しくは転学
科若しくは転課程を認められた者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在
学期間及び在学年限については、各学部の定めるところによる。 
（入学願書の提出） 

第１２条 前期課程に入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書を提出しなければ
ならない。 

２ 再入学若しくは後期課程への入学又は転学部若しくは転学科若しくは転課程を志願す
る者は、各学部の指定する期日までに、願書を当該学部に提出しなければならない。 
（健康診断） 

第１３条 入学又は再入学を志願する者に対しては、その許可前に、健康診断を行う。 
（入学手続） 

第１４条 入学を認められた者は、所定の期日までに、所定の学籍票を当該学部に提出しな
ければならない。 

２ 再入学又は転学部若しくは転学科若しくは転課程を認められた者は、その日から１０
日以内に、所定の学籍票を当該学部に提出しなければならない。 

第３章 留学 
（留学） 

第１４条の２ 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が休学することなく外国の大学
において授業科目を履修し、単位を取得することを許可することができる。 



２ 前項の規定により外国の大学において修学する期間は、おおむね１年を限度とするも
のとする。 
（単位の認定） 

第１４条の３ 学部長は、学生が留学の期間において修得した授業科目及び単位数につい
ては、前期課程においては１０単位、後期課程においては３０単位を超えない範囲で、本
学における相当する授業科目及び単位数を修得したものとみなすことができる。 
（申請手続） 

第１４条の４ 留学の許可及び単位の認定を受けようとする者は、所定の申請書を学部長
に提出しなければならない。 

２ 留学許可及び単位認定等の申請手続については、各学部の定めるところによる。 
（休学期間中に外国の大学において取得した単位の取扱い） 

第１４条の５ 第１４条の２の規定にかかわらず、学部長は、教育上有益と認めるときは、
学生が休学期間中に外国の大学において授業科目を履修し取得した単位を、本学におけ
る相当する授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項により修得したものとみなすことができる単位数は、第１４条の３の規定により
本学において修得したものとみなす単位数と合わせて前期課程においては１０単位、後
期課程においては３０単位を超えないものとする。 

３ 前２項の規定による単位認定等の申請手続については、前条の規定を準用する。 
第４章 教育課程、履修方法、授業の方法及び学習の評価 

（教育課程及び履修方法） 
第１５条 教育課程及び履修方法については、各学部規則の定めるところによる。 
２ 前項に定める教育課程のほか、後期課程に複数の学部の学生を対象とした共通の授業

科目（以下「全学部共通授業科目」という。）を置く。 
３ 全学部共通授業科目の区分は、次のとおりとする。 

全学部共通授業科目群 
   グローバル教養科目群 
４ 全学部共通授業科目は、各学部の定めるところにより、卒業に必要な単位とすることが

できる。 
５ 全学部共通授業科目に関しては、第１５条の２及び第１７条の規定にかかわらず、別に

定める。 
（授業の方法） 

第１５条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれら
の併用により行うものとする。 

２ 学部長は、文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度
に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 学部長は、第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、



多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合に
ついても、同様とする。 
（履修科目の登録単位数の上限） 

第１５条の３ 前期課程において、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するた
め、教養学部長は、学生が年間又は学期に履修科目として登録することができる単位数の
上限を定める。 

２ 後期課程において、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学部長は、
教育上必要があると認める場合には、学生が年間又は学期に履修科目として登録すること
ができる単位数の上限を定めることができる。 

３ 学部長は、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前２項に定める
上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

 （単位数の計算） 
第１５条の４ 第１５条の規定により、各学部規則に規定する教育課程のうち、各授業科目

の単位数を定めるに当たっては、第１５条の２に規定する授業の方法に応じ、おおむね１
５時間から４５時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもって１単位として単位
数を計算するものとする。 
（特別聴講） 

第１５条の５ 学生が、国内の他の大学の教育課程において授業科目を履修しようとすると
きは、当該大学と本学との協定に基づき、聴講させること（以下「特別聴講」という。）
ができる。 

２ 前項に規定する特別聴講により履修し修得した単位については、第１４条の３及び第
１４条の５第１項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて、
前期課程においては１０単位、後期課程においては３０単位を超えない範囲で、これを本
学における相当する授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 第１項の特別聴講の許可及び前項の単位認定に関する申請手続きは、第１項の大学と
本学との協定に定めるもののほか、各学部の定めるところによる。 
（単位の授与） 

第１６条 所定の授業科目を履修し、試験その他の方法による学修成果の評価により合格
した者に対しては、所定の単位を与える。 
（外国の大学が行う通信教育において取得した単位の取扱い） 

第１６条の２ 学部長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学が行う通信教育に
おける授業科目を我が国で履修し取得した単位を、本学における相当する授業科目の履
修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項により修得したものとみなすことができる単位数は、第１４条の３、第１４条の５
第１項及び第１５条の５第２項の規定により本学において修得したものとみなす単位数
と合わせて前期課程においては１０単位、後期課程においては３０単位を超えないもの



とする。 
３ 前２項の規定による単位認定等の申請手続については、第１４条の４の規定を準用す
る。 

（学習の評価） 
第１７条 学習の評価については、各学部規則の定めるところによる。 

第５章 教職課程 
（教職課程） 

第１８条 教育職員の免許状を受ける資格を得ようとする者のために、教職課程を置く。 
２ 教職課程については、別に定める。 

第６章 休学及び復学 
（休学） 

第１９条 学生が病気のため引き続き２月以上修学することができないときは、学部長の
許可を得て、休学することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、教育研究評議会の定める事由に該当する場合には、学部長は、
休学を許可することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、特別の理由があると認めたときは、総長は、学部長の申請
により、教育研究評議会の議を経て、休学を許可することができる。 

４ 学生が病気のため修学することが適当でないと認めたときは、学部長は、教育研究評議
会の定める基準に従い、休学を命ずることができる。 
（初年次特別休学） 

第１９条の２ 前期課程への入学（再入学を除く。）の初年次に学生が長期にわたる体験活
動を行うときは、教養学部長は、教育研究評議会の定めるところにより、特別に休学を許
可することができる。 
（休学期間） 

第２０条 休学期間は、前期課程及び後期課程を通じて４年を超えることができない。ただ
し、医学部医学科、農学部獣医学課程及び薬学部薬学科の学生の休学期間は、６年を超え
ることができない。 

２ 後期課程への入学を認められた者の休学期間については、各学部の定めるところによ
る。 
３ 前条の規定による休学期間は、１年を限度とし、第１項の休学期間には算入しない。 
４ 前項に定めるもののほか、教育研究評議会の定める事由に該当すると学部長が認める

場合には、教育研究評議会の定める期間は、休学期間に算入しないことができる。 
第２１条 休学した期間は、在学年数に算入しない。 

（復学） 
第２２条 休学期間内に、その理由がなくなったときは、学部長の許可を得て、復学するこ

とができる。 



第７章 退学及び除籍 
（願出による退学） 

第２３条 退学しようとする者は、その理由を記載した書面を提出して、学部長に願い出な
ければならない。 
（退学命令） 

第２４条 学生が次の各号の１に該当するときは、学部長は、総長の認可を得て、退学を命
ずることができる。 
(1) 長期にわたり欠席し、又は成業の見込みがないと認められたとき。 
(2) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかったとき。 
(3) 行方不明の届出のあったとき。 
（除籍） 

第２４条の２ 東京大学学位規則第１７条の規定により学位の授与を取り消された者は、
除籍とする。なお、既に納めた検定料、入学料、授業料その他については、いかなるもの
も返還しない。 

第８章 懲戒 
（懲戒） 

第２５条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為
があったときは、学部長は、総長の命により、これを懲戒する。 

２ 前項の懲戒の方針については、教育研究評議会の議を経なければならない。 
３ 第１項の懲戒については、教育研究評議会に置かれる学生懲戒委員会の議を経なけれ

ばならない。 
４ 懲戒は、退学又は停学の処分とする。 

第９章 卒業及び学位の授与 
（卒業） 

第２６条 第２条に規定する年限以上在学し、各学部規則の定める授業科目及び単位数を
修得した者を卒業者とする。 

２ 前項の各学部規則に定める単位数のうち、第１５条の２第２項に基づいて履修した授
業により修得する単位数は、６０単位を超えないものとする。 
（早期卒業） 

第２６条の２ 前条の規定にかかわらず、特に優れた成績で各学部規則の定める授業科目及
び単位数を修得した者については、各学部規則の定めるところにより、特例として後期課
程において１年以上在学した者を卒業者とすることができる。 
（学位の授与） 

第２７条 卒業者には、学士の学位を授与する。 
２ 学位には、専攻分野の名称を付記するものとする。 
３ 前項の専攻分野の名称は、別に定める。 



第１０章 研究生 
（研究生） 

第２８条 学部において、特殊事項に関する研究をしようとする者で、次の各号の１に該当
するものは、学部において支障がないと認めたときに限り、研究生として入学を許可する
ことができる。 
(1) 当該学部に入学する資格のある者 
(2) その他当該学部において適当と認めた者 
（入学手続） 

第２９条 研究生として研究しようとする者は、願書に研究事項を記載し、履歴書を添えて、
学部長に願い出なければならない。 

２ 学部長は、教授会の議を経て、研究生として入学を許可する。 
（指導教員） 

第３０条 研究生は、指導教員の指導を受けて、研究に従事するものとする。 
（入学時期） 

第３１条 研究生の入学時期は、学期の初めとする。ただし、特別の事情があると認めたと
きは、この限りでない。 
（研究期間） 

第３２条 研究生の研究期間は１年とする。 
２ 研究生が研究期間の延長を願い出たときは、学部長は、教授会の議を経て、これを許可

することができる。 
（講義又は実験への出席） 

第３３条 学部長は、指導教員が必要と認める場合には、学部の講義又は実験に出席を許可
することができる。 
（他の業務への従事） 

第３４条 研究生が他の業務に従事しようとするときは、学部長の許可を受けなければな
らない。 
（研究証明書の交付） 

第３５条 研究生が相当の成績をあげてその証明を願い出たときは、学部長は、研究証明書
を交付することができる。 
（願出による退学） 

第３６条 研究生が退学しようとするときは、学部長に願い出なければならない。 
（退学命令） 

第３７条 研究生として適当でないと認めた者に対しては、学部長は、退学を命ずることが
できる。 

第１１章 聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生 
（聴講生） 



第３８条 学部長は、学部の授業科目を聴講しようとする者があるときは、学生の修学に妨
げがないときに限り、聴講生として聴講を許可することができる。 

２ 聴講は、学期又は学年ごとに許可する。 
（聴講生の資格） 

第３９条 聴講生は、各学部の定める資格を有する者でなければならない。 
（聴講手続） 

第４０条 前２条に定めるもののほか、聴講生の聴講手続については、各学部の定めるとこ
ろによる。 
（試験） 

第４１条 聴講生に対しては、聴講した科目の試験を行わない。ただし、特別の理由がある
ときは、この限りでない。 
（聴講許可の取消） 

第４２条 聴講生が本学の規則に違反したときは、学部長は、聴講の許可を取り消すことが
できる。 
（科目等履修生） 

第４２条の２ 学部長は、本学大学院学生で、学部の授業科目を履修しようとする者がある
ときは、科目等履修生として当該授業科目の履修を許可することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、学部長は、各学部の定めるところにより、学部の授業科目を
履修しようとする者があるときは、学生の修学に妨げがないときに限り、科目等履修生と
して当該授業科目の履修を許可することができる。 

３ 当該授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 
４ 科目等履修生が本学の規則に違反したときは、学部長は、履修の許可を取り消すことが

できる。 
（特別聴講学生） 

第４２条の３ 学部長は、国内の他の大学の学生が、本学の学部において授業科目を履修し、
単位を取得しようとするときは、当該大学と本学との協定に基づき、特別聴講学生として
入学を許可することができる。 

２ 前項の規定は、外国の大学の学生が、本学の学部において授業科目を履修し、単位を取
得しようとする場合に準用する。 

３ 特別聴講学生として学部の授業科目を履修し、試験その他の方法による学修成果の評
価により合格した者には、所定の単位を与える。 

４ 前３項に定めるもののほか、特別聴講学生の履修手続及び単位の授与については、各学
部の定めるところによる。 

５ 特別聴講学生として適当でないと認めた者に対しては、学部長は、退学を命ずることが
できる。 

６ 全学的な学生交流に関する覚書に基づき受け入れる外国の大学の学生で、学部の授業



科目を履修しようとする者については、別に定めるところにより、総長の指名する学部長
以外の者が特別聴講学生として入学を許可し、及び退学を命ずることがある。 

第１２章 外国人学生に関する特例 
（外国人学生） 

第４３条 外国人で、学生、研究生、聴講生又は科目等履修生として入学、聴講又は履修を
許可された者を外国人学生という。 

２ 外国人学生は、定員外とすることができる。 
（選考による入学） 

第４４条 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる
者で文部科学大臣の指定したものは、選考のうえ、学生として前期課程に入学を許可する
ことができる。 
（後期課程への入学） 

第４５条 外国において、第１０条第１項第２号又は第５号に相当する課程を修めた者は、
選考のうえ、本学の後期課程に入学を許可することができる。 
（選考） 

第４６条 前２条の規定により入学を志願する者に対しては、履歴、人物、健康等について
選考するほか、修学に必要な日本語及び学力について筆記、口述その他適当な方法による
選考を行う。ただし、別段の定めをした場合は、日本語についての選考を行わないことが
できる。 

第１３章 検定料、入学料及び授業料 
（検定料の納付等） 

第４７条 入学又は再入学を志願する者は、所定の期日までに、検定料を納めなければなら
ない。 

２ 研究生、聴講生又は科目等履修生として入学、聴講又は履修を志願する者は、所定の期
日までに、検定料を納めなければならない。 

３ 特別聴講学生に係る検定料は、徴収しない。 
４ 検定料は、別に定めるところにより、免除することができる。 
第４８条 削除 

（入学料の納付等） 
第４９条 入学を認められた者は、所定の期日までに、入学料を納めなければならない。 
２ 再入学を認められた者は、入学を認められた日から１０日以内に、入学料を納めなけれ

ばならない。 
３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号の１に該当する場合には、指定の期日までに、入

学料を納めなければならない。 
(1) 入学料の免除が不許可となり、又はその一部について免除が許可された場合 
(2) 徴収猶予が不許可となった場合 



(3) 徴収猶予が許可された場合 
４ 研究生、聴講生又は科目等履修生として入学、聴講又は履修を認められた者は、指定の

期日までに、入学料を納めなければならない。 
５ 特別聴講学生に係る入学料は、徴収しない。 
６ 第１項、第２項又は第４項の所定の期日までに入学料を納付しない者に対しては、入学、

再入学、聴講又は履修を許可しない。 
７ 第３項に規定する期日までに入学料を納付しない者は、その期日を経過したときに、学

生の身分を失う。 
（入学料の免除） 

第４９条の２ 次の各号の１に該当する場合には、入学料の全部又は一部を免除すること
ができる。 
(1) 入学を認められた者（研究生、聴講生又は科目等履修生として入学を認められた者

を除く。以下同じ。）が経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀
と認められるとき。 

(2) 入学前１年以内において、入学を認められた者又はその者の学資を主として負担し
ている者（以下「学資負担者」という。）が風水害等の災害を受け、入学料の納付が困
難であると認められるとき。 

(3) 前２号に準ずる場合であって総長が相当と認める事由があるとき。 
(4) 前条第７項の規定により学生の身分を失ったとき。 
(5) 前条第３項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が猶予の期間内に死亡し

たとき。 
（入学料の徴収猶予） 

第４９条の３ 次の各号の１に該当する場合には、入学料の徴収を猶予することができる。 
(1) 入学を認められた者が経済的理由により入学料の納付期限までに納付が困難であり、

かつ、学業優秀と認められるとき。 
(2) 入学前１年以内において、入学を認められた者又は学資負担者が風水害等の災害を

受け、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められるとき。 
(3) 前２号に準ずる場合であって総長が相当と認める事由があるとき。 

２ 入学料の徴収猶予の期限は、４月入学者にあっては８月末日、９月及び１０月入学者に
あっては翌年２月末日までとする。 
（入学料の免除及び徴収猶予手続等） 

第４９条の４ 第４９条の２第１号から第３号まで及び第４９条の３第１項による入学料
の免除及び徴収猶予の許可を受けようとする者は、総長に申請しなければならない。 

２ 前項の手続きに関し必要な事項は、別に定める。 
（入学料の返還） 

第４９条の５ 既に納めた入学料は、返還しない。ただし、入学月から独立行政法人日本学



生支援機構に関する省令 （平成１６年３月３１日文部科学省令第２３号）第２３条の４に
規定する給付奨学生 （以下「日本学生支援機構給付奨学生」という。）に採用された者が、
既に入学料を納付している場合は、入学料免除相当額を返還する。 
（授業料の納付） 

第５０条 授業料は、年度を前期 （４月１日から９月３０日まで）及び後期 （１０月１日か
ら翌年３月３１日まで）に分けて、５月及び１１月に、それぞれ年額の２分の１を納めな
ければならない。ただし、９月入学者に係る授業料の納付については、別に定める。 

２ 研究生の授業料は、前期及び後期ごとの指定の期日までに、それぞれ月額の６カ月分を
納めなければならない。ただし、前期又は後期に在学する期間の月数が６月未満であると
きは、月額にその在学する期間の月数を乗じて得た額とする。 

３ 聴講生の授業料は、聴講しようとする科目の単位数に応じて、学期の初めに納めなけれ
ばならない。 

４ 科目等履修生の授業料は、履修しようとする科目の単位数に応じて、学期の初めに納め
なければならない。 

５ 特別聴講学生の授業料は、履修しようとする科目の単位数に応じて、学期の初めに納め
なければならない。 
（授業料の返還） 

第５０条の２ 既に納めた授業料は、返還しない。ただし、第５５条第１項第６号及び第３
項の規定により授業料を免除された者が、既に授業料を納付している場合は、当該授業料
免除相当額を返還する。 

２ 前項ただし書に定めるもののほか、前条第２項により授業料を納付した者が、次の各号
の１に該当する場合には、納付した者の申し出により、前期又は後期に係る授業料相当額
を返還する。 
(1) 前期又は後期の開始日の前日までに退学したとき。 
(2) 入学が許可された学期の開始日の前日までに、入学を辞退したとき。 
（復学者等の授業料） 

第５１条 前期又は後期の中途において、復学又は再入学をした者から徴収する授業料の
額は、年額の１２分の１に相当する額に復学又は再入学した月から当該期末までの月数
を乗じて得た額とし、復学又は再入学した月に徴収する。 
（学年中途の卒業者の授業料） 

第５２条 学年の中途で卒業する見込みの者から徴収する授業料の額は、年額の１２分の
１に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、５月 （４月卒業見込みの者について
は、４月）に徴収する。ただし、卒業する月が１０月以降であるときは、後期に属する月
分は１１月（１０月卒業見込みの者については、１０月）に徴収する。 
（退学者及び停学者の授業料） 

第５３条 前期又は後期の中途で退学し、又は第２４条若しくは第２５条の規定により退



学を命ぜられた者の当該期分の授業料は、これを徴収する。 
２ 停学を命ぜられた者の停学期間中の授業料は、これを徴収する。 

（休学者の授業料） 
第５４条 休学し、又は休学を命ぜられた者の休学期間中の授業料は、これを免除する。 

（授業料の免除） 
第５５条 次の各号の１に該当する場合には、授業料を免除することができる。 

(1) 学生が経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる
とき。 

(2) 学生又は当該学生の学資負担者が、風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難で
あると認められるとき。 

(3) 学生が第２４条第２号により退学を命ぜられたとき。 
(4) 学生が死亡した場合又は第２４条第３号により退学を命ぜられた場合で、未納の授

業料があるとき。 
(5) 第４９条第７項の規定により学生の身分を失った場合で、未納の授業料があるとき。 
(6) 学資負担者の死亡等による家計の急変により、新たに日本学生支援機構給付奨学生

に採用されたとき。 
２ 授業料の徴収猶予を許可している学生に対して、願出による退学を許可したときは、退

学後の授業料を免除することができる。 
３ 前２項に定めるもののほか、総長が緊急かつ相当の事由があると認めたときは、教育研

究評議会の議を経て、授業料を免除することができる。 
（授業料の徴収猶予） 

第５６条 次の各号の１に該当する場合には、授業料の徴収を猶予することができる。 
(1) 授業料の免除又は徴収猶予のいずれか又はその両方を申請したとき。 
(2) 学生が経済的理由により授業料の納付が困難であるとき又は前条第１項第２号に該

当するとき。 
(3) 学生が行方不明のとき。 
(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき 

２ 徴収猶予は、延納又は月割分納とする。 
３ 延納の期限は、次の各号に定める期間とする。 

(1) 第１項第１号に該当するときは、許可又は不許可が決定されるまでの期間。 
(2) 第１項第２号から第４号までに該当するときは、前期にあっては８月末日、後期に

あっては２月末日まで。 
４ 月割分納の額は、年額の１２分の１に相当する額とし、各月ごとに徴収する。 

（授業料の免除及び徴収猶予手続） 
第５７条 第５５条第１項第１号、第２号、前条第１項第２号及び第４号による授業料の免

除及び徴収猶予の許可を受けようとする者は、総長に申請しなければならない。 



２ 前項の手続きに関し必要な事項は、別に定める。 
（授業料免除等の取消） 

第５８条 授業料の免除又は徴収猶予の理由が消滅したときは、これを取り消すものとす
る。 

２ 前項の規定により授業料の免除を取り消された者から徴収する授業料の額等について
は、第５１条の規定を準用する。 

３ 第１項の規定により授業料の徴収猶予を取り消された者は、当該期分までの授業料を、
取消があった月に納めなければならない。 
（検定料、入学料及び授業料の額） 

第５８条の２ 第４７条第１項の検定料、第４９条第１項及び同条第２項の入学料、第５０
条第１項の授業料の額は、別に定める。 

２ 第４７条第２項の検定料、第４９条第４項の入学料、第５０条第２項から第４項の授業
料の額は、別に定める。 

３ 特別聴講学生の授業料の額は、聴講生の額と同額とする。 
（検定料、入学料及び授業料の不徴収） 

第５８条の３ 外国の大学と本学との間の協定において、検定料、入学料及び授業料 （以下
この項において「授業料等」という。）を相互に不徴収とすることを定めている場合は、
これに基づいて受け入れる者に係る授業料等は、徴収しない。 

２ 国費外国人留学生制度実施要項 （昭和２９年３月３１日文部大臣裁定）に基づく国費外
国人留学生に係る検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。 

３ 第４２条の２第１項に定める科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料は徴収し
ない。 

４ 特別聴講学生に係る授業料は、当該学生が国立大学の学部学生であるときは、徴収しな
い。 

第１４章 奨学寄附金 
（貸費及び給費の方法） 

第５９条 奨学寄附金による学生の貸費及び給費については、寄附者が別段の定めをしな
い限り、次条以下の規定による。 
（交付方法） 

第６０条 貸費又は給費は、１年以内の期間を定めて、毎月、貸与し、又は給与する。 
（奨学生の選定） 

第６１条 貸費又は給費を受ける学生は、学部長が選定する。 
（貸費及び給費の手続） 

第６２条 貸費又は給費の手続は、別に定める。 
（貸費及び給費の停止） 

第６３条 貸費又は給費を受けている者が休学し、又は停学処分を受けたときは、これを交



付しない。 
（奨学金の返還方法） 

第６４条 奨学金の返還方法は、別に定める。 
第１５章 学寮 

（学寮） 
第６５条 学寮は、総長の監督に属する。 
２ 学寮の管理、運営その他必要な事項は、別に定める。 

（寄宿料） 
第６６条 寄宿料の額は、別に定める。 
２ 寄宿料は、入寮した月から退寮する月まで、毎月、その月の分を徴収する。 

（寄宿料の免除） 
第６７条 学生が第５５条第１項第２号から第５号までの各号のいずれかに該当する場合

には、寄宿料を免除することができる。この場合において、同条同項第２号、第４号及び
第５号中「授業料」とあるのは「寄宿料」と読み替えるものとする。 
（寄宿料免除の手続等） 

第６８条 寄宿料免除の手続等については、第５７条及び第５８条第１項及び第２項の規
定を準用する。 

附 則 
この規則は、平成３年５月１４日から施行し、平成３年４月１日から適用する。ただし、

改正後の規則第５０条第２項及び同条第５項第３号の規定は、平成３年度の入学を許可さ
れた者から適用する。 

附 則 
１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
２ 平成１５年３月３１日以前に入学した者については、改正後の東京大学学部通則第４

９条、第４９条の２、第４９条の３、第４９条の４、第５５条及び第５８条の２の規定に
かかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この規則は、平成１６年１２月１７日から施行する。 
２ 東京大学大学院学則の一部を次のように改正する。 

第３９条第１項中「納付」を「納付、返還」に改める。 
附 則 

この規則は、平成１７年１月２８日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成１７年３月１７日から施行する。 



附 則 
この規則は、平成１７年５月１０日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１７年９月３０日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１８年１月３０日から施行する。 

附 則 
１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ 平成１８年３月３１日以前に入学した者については、改正後の東京大学学部通則の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この規則は、平成１９年９月２７日から施行し、改正後の東京大学学部通則第５８条の３
第２項の規定は、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 
この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２３年１１月２９日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２４年６月２８日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２４年９月２７日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 



この規則は、平成２５年４月２５日から施行し、改正後の東京大学学部通則別表の規定は、
平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 
この規則は、平成２５年６月２７日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２６年９月２５日東大規則第２３号） 
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ 平成２７年３月３１日以前に入学した者については、改正後の東京大学学部通則第１

５条の２及び第２６条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 （平成２７年３月２６日東大規則第８４号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
附 則 （平成３０年１１月２９日東大規則第２７号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 （平成３１年３月２２日東大規則第１０６号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 （令和２年３月２６日東大規則第１４６号） 

沿 革 ◇令和４年３月２４日東大規則第９１号 
         ◇令和５年３月２３日東大規則第９５号 

◇令和６年３月２１日東大規則第１００号 
◇令和７年３月２７日東大規則第１１３号 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和２年度から令和１２年度までの医学部医学科の

入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 
年度 入学定員 収容定員 

令和２年度 １１０ ６６０ 
令和３年度 １１０ ６６０ 
令和４年度 １１０ ６６０ 
令和５年度 １１０ ６６０ 
令和６年度 １１０ ６６０ 



令和７年度 １１０ ６６０ 
令和８年度 １０８ ６５８ 
令和９年度 １０８ ６５６ 

令和１０年度 １０８ ６５４ 
令和１１年度 １０８ ６５２ 
令和１２年度 １０８ ６５０ 

 
附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 
附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
別表（第１条第２項関係） 
  

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/s381217011.docx


沿革 
 
東京大学学部通則 
 
体系情報 
 
□第３編 学務 

▽第１章 学部 
 
沿革情報 
   
◆昭和３８年１２月１７日 評議会可決 
◇昭和４０年０４月０１日  
◇昭和４１年０４月１９日  
◇昭和４７年０５月２３日  
◇昭和４７年０９月１９日  
◇昭和４８年０３月２０日  
◇昭和４８年０４月１７日  
◇昭和５０年０６月２４日  
◇昭和５１年０４月２７日  
◇昭和５４年０３月２０日  
◇昭和５４年１２月１８日  
◇昭和５６年０４月０１日  
◇昭和５９年０４月０１日  
◇昭和６２年０３月１７日  
◇昭和６３年０４月１９日  
◇平成０１年０９月２７日  
◇平成０３年０５月１４日  
◇平成０３年０６月２４日  
◇平成０３年０９月１７日  
◇平成０３年１２月１７日  
◇平成０４年０５月１９日  
◇平成０４年０７月１４日  
◇平成０４年１０月２０日  
◇平成０６年０７月１２日  
◇平成０６年０９月２０日  



◇平成０８年０３月１９日  
◇平成０９年０４月０１日  
◇平成１０年０４月０１日  
◇平成１１年０６月０８日  
◇平成１５年０２月１８日  
◇平成１５年１０月２１日  
◇平成１６年０３月１６日  
◇平成１６年１２月０７日  
◇平成１７年０１月２８日  
◇平成１７年０３月１７日  
◇平成１７年０５月１０日  
◇平成１７年０９月３０日  
◇平成１８年０１月３０日  
◇平成１８年０３月１７日  
◇平成１９年０９月２７日  
◇平成２０年０３月２５日  
◇平成２１年０３月２６日  
◇平成２２年０３月２５日   
◇平成２３年０３月２８日   
◇平成２３年０６月０１日   
◇平成２３年０６月２３日   
◇平成２３年１１月２９日   
◇平成２４年０３月２９日   
◇平成２４年０６月２８日   
◇平成２４年０９月２７日   
◇平成２４年１１月２９日   
◇平成２５年０４月２５日   
◇平成２５年０６月２７日   
◇平成２６年０３月２７日   
◇平成２６年０９月２５日   
◇平成２７年０３月２６日   
◇平成２８年０１月２８日   
◇平成２９年０２月２２日   
◇平成３０年０２月２８日   
◇平成３０年１１月２９日   
◇平成３１年０３月２２日   



◇令和０２年０３月２６日   
◇令和０３年０３月１８日   
◇令和０４年０３月２４日   
◇令和０５年０３月２３日  
◇令和０６年０３月２１日  
 


